
瓦工事請負契約書 
 

注文者                                                 と 

請負者                                                 とは 

この契約書に従い、明細の通り工事請負契約をする。 

１．工事場所                                                  様邸 

 

２．工期           年   月   日   から    年   月   日 

 

３．請負代金                   円也  （うち消費税      円） 

 

４．支払い方法 

・契約成立の時 

・分割払い（最大１２回まで） 

・引渡しの時 

 

5．注文者と請負者は互いに協力して信義を守り、誠実にこの契約を履行する。図面、仕様書に明記されてないものに関して

は双方協議の上定める。 

6．請負者は工事に支障を及ぼす天候の不良その他請負者の怠惰にあらざる理由により工事期間内に工事を完成できない

場合は、遅延なく注文者に報告し後期の延長を求めることが出来る。 

7．請負者は工事物件引渡しまでは自己の費用を持って目的物、工事材料、その他工事の施工に関する損害並びに第三

者に対する損害の防止に必要な処置をしなければならない。 

8．この契約に定めてない事項に関しては、必要に応じて双方協議の上定める。工事物件の引き渡しの時期は、天災、その

他事故がない限り第２条の通りとする。 

9．請負者は工事保証の一環として本書とは別に保証書を発行する。 

 

この契約の証として本書２通を作成し、当事者が記名捺印をして、各１通を保管する。 

                                                  年    月    日 

注文者  住所                                          ☎                   . 

                         

          氏名                                                             ㊞ 

請負者   住所                                          ☎                   . 

                         

          氏名                                                             ㊞ 


